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高等学校における交通安全教育

公益財団法人　日本自動車教育振興財団

　参事　笈沼　孝雄

1．交通事故の現状
　我が国の交通事故は，平成16年をピークに
発生件数，死傷者数ともに減少をしている。発
生件数は，平成16年の95.2万件が平成23年に
は69.2万件に，また死傷者数も119万人から86
万人に大幅に減少している。特に死亡者数は，
平成8年に1万人をきってからは減少を続け，
平成23年には4600人台まで減少している。こ
の要因としては，エアーバッグ，シートベルト
の装着義務化，最近では，衝突被害軽減ブレー
キなどの衝突防止技術など，クルマの安全装置
を含めた性能の向上がある。また，道路インフ
ラの整備，交通違反の罰則の強化などが考えら
れる。
2．自転車事故の現状
　近年，自転車は，Co₂を発生させない環境に
適した乗り物，健康に適した乗り物として脚光
を浴び始め，さらに東日本大震災で帰宅困難者
が大量に発生した際に，交通マヒに影響されな
い乗り物として，自転車の需要が一段と高まっ
ている。
　こうした中で，高校生が普段活用している自
転車の事故について見ると，発生件数は交通事
故全体の発生件数と同様，減少傾向にあるが，
減少割合が自動車による事故に比べて低いこと
から，自転車事故が交通事故全体に占める割合
は約2割と漸増傾向にある。また，死傷者につ
いてみると，平成23年では自転車乗用中の死
傷者数は，約14万3700人で，交通事故全体の

死傷者数85万9100人に対して16.7％と高い割
合となっている。
　また，自転車による交通事故の形態も被害事
故だけでなく，加害事故も増加しつつあり，平
成22年では，加害事故は2万3600件と自転車
事故全体の15.6％を占めている。その主な原因
は，「安全不確認」「一時不停止」「信号無視」「交
差点進行義務違反」などの法令違反によるケー
スが大半を占めており，中には高額の賠償責任
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を負う場合も増加してきている。さらに，自転
車乗用中に死傷した者（被害事故，加害事故を
問わず）の約3分の2に何らかの法令違反が認
められるというデータもある。
　今後自転車利用者に交通ルールをいかに守ら
せるかが，交通事故全体の死傷者数，事故件数
を減少させるうえでも喫緊の課題となってきて
いる。
3．自転車の歩道走行
　自転者は，幼児から老人まで誰もが気軽に利
用する乗り物であるが，道路交通法上「軽車両」
として位置づけられており，交通規則も原則，
自動車と同じである。しかしながら，国民の多
くはこの意識が欠如している。
　1950年代，道路を走行する車両は自転車が
中心であった。60年代に入りモータリゼーシ
ョンが台頭して，道路の主役はクルマに移行
し，国もクルマが走行しやすい道路インフラの
整備に力を傾注してきた。また，70年にママ
チャリが発売され爆発的に普及したこともあり，
自転車はクルマにとってさらに邪魔者的な存在
になった。このような状況もあり，同年に歩道
走行を可能とする道交法の改正が行われ，その
後も自転車が通行可能な道路要件を定め，標識
のある歩道については自転車の歩道走行を認め
たため，自転車は車道から歩道へとさらに追い
やられ，2007年には児童などに限り標識の有

無にかかわらず，歩道走行が可能となる改正が
行われ，自転車の歩道走行は常態化したといえ
る。しかしながら，本来歩道は歩行者のための
ものであり，自転車が通行するためには一定の
ルールがあるが，ほとんどの人はそのルールを
知らないで走行している。また，携帯電話やス
マホを使用しながら走行する者など，マナーを
わきまえない利用者も増え，昨今，歩道におけ
る自転車事故が急増している。
4．自転車走行環境の現状
　こうした状況を踏まえ，警察庁は平成23年
10月に「良好な自転車交通秩序の実現のため
の総合対策の推進」と題する通達を各警察書宛
に発信したことは，記憶に新しいところである。
　この通達の基本的考え方は，これまでの道交
法の対応で「自転車利用者の多くが道路交通の
場において歩行者と同様の取り扱いをされると
誤解が生じていることを踏まえるとともに，車
道を通行する自転車の安全と歩道を通行する歩
行者の安全の双方を確保するため，今一度自転
車は「車両」であるということを自転車利用者
のみならず，自動車等の運転者を始め交通社会
を構成するすべての者に徹底させる」というこ
とにあり，このための推進すべき対策としては，
自転車専用の走行空間の整備と自転車と歩行者
の分離による自転車の通行環境の確立と自転車
利用者に対するルールの周知と安全教育の推進，
自転車に対する指導取締りの強化を掲げている。
　上記，対策の中で掲げられている「自転車専
用の走行空間の整備」「自転車と歩行者の分離に
よる自転車の通行環境の確立」の現状を見ると，
オランダ，ドイツなどヨーロッパの自転車先進
国に比べると大きな差がある。我が国の市街地
における通学・通勤用の自転車専用道路（自転
車レーン）はほとんど見られず，大半は我が国
独自の歩行者と自転車が共有する自転車歩行者
道（自歩道）である。最近では，車道の片側の
一部を青色で塗った自転車専用道路を見かける
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ようになったがその距離はごく僅かである。
　自転車先進国のヨーロッパも最初から自転車
レーンが設置されていたわけではなく，道路に
おける歩道，自転車道，車道の配分を見直し，
交通弱者保護を優先した結果，現在のような状
況が生まれたのである。欧米においては，歩道
を自転車が走行することは原則禁止されており，
歩道は自転車を降りて手押しすることが徹底さ
れている。
　我が国においても，交通事故対策だけでなく，
環境，健康などの観点から国民の自転車利用を
促すためにも，今後，市街地における自転車専
用レーンを増やすことが不可欠であり，このた
めには，2車線の道路を一方通行化し，余った
空間に歩道や自転車レーンを設置するなど，思
い切った施策が必要であるが，まず，車道にブ
ルーで色分けした自転車レーンを作ることから
始める必要があると考える。

5．学校における安全教育の現状
　子供たちが自転車に乗れるようになるのは，
一般的に両親，兄弟から教えられるケースであ
ろう。まず乗れるようにすることだけで，自転
車の交通ルールを教えてはいない。保育園や幼
稚園でも横断歩道の渡り方や信号の見方は教え
ても，自転車のルールは教えていない。小学校・
中学校においても自転車通学を原則禁止してい
るので，歩行の際の交通ルールは教えても，自
転車の交通ルールを教えていないのが現状であ
る。ただ，一部の学校では，警察と連携して「交
通安全教室」を開催しているところもあるが，
ごく稀である。つまり幼児のころから中学校ま
で，自転車は乗れるが，交通ルールやマナーに
ついて何の教育も受けていないのが，我が国の
現状である。こうした生徒が高校に入学し，初
めて自転車通学を経験することになる。しか
し，高校においても交通安全のための授業はな
く，自転車に関する交通規則を学ぶ機会はな
い。これでは，事故が起こっても不思議ではな

い。多くの高校においては，通常年1~2回程度，
生徒指導や交通安全担当の教員が，地元警察な
どの外部の専門家を講師に招き「生徒の安全に
かかわる問題」（交通安全以外に非行や薬物等の
犯罪防止など）について研修会を実施している
ようであるが，通常の授業時間に交通安全教育
を実施している学校はほとんどない。
　文部科学省の学習指導要領は「交通安全」に
ついて規定しておらず，都道府県教育委員会も
交通安全の指導について具体的に指示をしてい
る実態にないといえる。つまり，現場任せにな
っているのが実態であるが，担当の教員も指導
マニュアルもなく，輪番で担当するため，おざ
なりの体制になっていると思わざるを得ない。
　一方，学校によっては，新たな取組を始めて
いるところがある。具体的には，自転車運転免
許制度を導入し，自転車事故の防止を図ってい
る。導入した学校の制度をみると，学科と実技
の試験があり，学科については警察の協力のも
と道路標識の意味など交通法規に関する設問を
20問作成し，80点以上が合格ラインになって
いる。また実技については，地元の自動車教習
所の協力のもとコースに7か所のチェックポイ
ントを設定し，学科と同様80点以上が合格ラ
インになっている。この制度導入による効果と
して，生徒の交通意識やマナーの向上を挙げて
いる。しかしながら，このような制度を導入し
ている高校はまだわずかであり，行政や警察も
制度導入に向けて積極的に働きかける必要があ
ると思われる。
6．日本自動車教育振興財団の活動
　公益財団法人　日本自動車教育振興財団（以
下財団という）は，平成3年，「社会と自動車
のより良い関係を形成するため，高等学校にお
ける自動車及び交通に関する教育への支援事業
を行い，我が国の交通社会及び交通文化の健全
な発展に寄与すること」を目的に設立され，
①　機材提供を中心とした自動車技術教育の支
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援事業
②　高等学校及び教諭を対象とした研修会の開
催と講師派遣事業
③　国内外の交通実態に関する調査研究と教材
の作成と情報提供
④　自動車教育の普及啓発事業　などを行って
いる。
　このうち，交通安全教育については，四つの
メニューからなる「講師派遣メニュー」を全国
約5900校の全ての高等学校に案内，希望に応
じて専門講師を派遣している。
　過去5年間の派遣実績は，別表の通りである
が，近年通学時における生徒の自転車事故の増
加を背景に派遣件数，受講者数ともに年々増加
している。
　また，財団主催の高校教員向け研修会（JAEF

研修会）においても，ここ数年自転車の交通安
全をテーマにした講演会を毎年実施しているが，
生徒指導を担当する教員を中心に，参加者も増
加しており，交通安全に対する関心の高さが窺
える。さらに，財団の広報誌である「Traffi－
Cation」の特集記事でも交通安全を数多く取り
上げており，「歩道を走る自転車の安全につい
て」「自転車通学の環境整備」「高校における自転
車交通安全教育の現場」「東京の道路に自転車レ
ーンは設置できないのか？」「自転車安全ルート

推奨マップは本当に安全か」「自転車の車道走行
と自転車ナビマーク」「導入が進む高校での自転
車免許制度」「通学路の交通安全対策を見る」と
いったタイトルで自転車の交通安全に関する
様々な取組や事例を紹介している。
　このように財団は，自転車事故の低減に向け
た様々な活動を行っているが，今後とも現場の
役に立つ情報の提供，啓蒙活動に取り組んでい
きたい。
（参考）
公益財団法人日本自動車教育振興財団
URL：http://www.jaef.or.jp/

講師派遣過去5年間の推移


